
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　船体を着脱可能に受け入れる本体部と、この本体部の左右下部の前後に設けられる車輪
部と、この車輪部を駆動するために本体部の左右上部に設けられる動力部と、この動力部
と前記前後に設けられる車輪部を クランクを介して 動力伝達部と、前記車輪部
の駆動を制御する制御部と、前記本体部に設置される浮体部とを有

ことを特徴とする自走船台。
【請求項２】
　 前記本体部に設置され 前記車輪部よりも上方に配置され前記動力部よ
りも下方に配置される を特徴とする 自走船台。
【請求項３】
　

前記浮体部は、前記
と前記 の間を移動可能に設置されることを特徴とする 記載の自走船台

。
【請求項４】
　前記本体部は、係留手段を具備することを特徴とする請求項１ に
記載の自走船台。
【請求項５】
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、 連結する
する自走船台であって

、前記動力伝達部は前記上部の動力部と前記下部前後の車輪部を、前記クランクを介して
連結する左右一対の三角形状の連結棒である

前記浮体部は、 、
こと 請求項１記載の

前記車輪部は前記本体部の左右下部の前後に設けられる車輪であり、前記動力部はこの
車輪を駆動するために本体部の左右上部に設けられるモータであり、
車輪 モータ 請求項２

乃至３のいずれか１項



　前記本体部は、浮標を具備することを特徴とする請求項１乃至 のいずれか
に記載の自走船台。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、自走船台に係わり、特に小型船舶を陸上から海上へ運搬して、さらに海洋にお
いて係留可能な自走船台に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、モーターボート等のレジャー用船舶は、不使用時にはマリーナ内の海上や陸上の
駐艇場及び倉庫に保管される。これらの船舶を使用する際には、海上で保管する場合は、
船舶を海洋へ運搬する必要がなく乗船して操船するだけでよいので簡便であるが、係留の
ための賃貸料が高価であり、また、台風などの高波の際には注意を要する。一方、陸上に
保管する場合は、海岸から離れた場所に駐艇場が整備されていたり、また、近隣の倉庫で
あっても倉庫内では船体は積み重ねられて保管されることが多いので、船体を海上まで運
搬するのに多大な労力と人手を要し、さらには、クレーン等の重機が必要な場合もあり煩
雑な作業となっている。そこで、陸上に保管される小型の船舶を容易に運搬する装置が考
えられている。
【０００３】
例えば、特許文献１には、「自走船台」として「駆動車とこの駆動車に連結された台車と
からなり、上記駆動車は車輪とこの車輪を駆動する駆動手段と操舵ハンドルとを備え、上
記台車は車輪と本体と本体上に設けられた船台とボートを船台上の長手方向の所定位置に
位置決めする位置決め手段とを備えていることを特徴とする自走船台」が開示されている
。
この特許文献１に開示された発明では、小型船舶を自走船台に積載して保管場所から水辺
まで運んでそのまま船台を水中に侵入させることにより、小型船舶を水中に降ろすことが
できる。また、逆に着岸する場合は、台車を水中に侵入させることにより、小型船舶を台
車上に移し、そのまま所定の保管場所に移動することができ、簡単な作業で小型船舶を陸
上に上げたり水中に降ろしたりすることを可能にしている。また、駆動手段を台車に設け
ずに駆動車に設けているので台車を水中に浸入させる際に駆動手段を濡らすことがなく、
駆動手段が劣化しにくい構造になっている。
【０００４】
また、特許文献２には、「小型船舶用船台」として、「小型船舶の船底を支持する受艇部
の下方に台車を配置し、前記受艇部の後部を前記台車に枢着し、その枢軸まわりに前記受
艇部を傾動させて所定傾斜角度で保持する受艇部傾動装置を設けたことを特徴とする小型
船舶用船台」が開示されている。
この特許文献２に開示された発明では、傾動自在な受艇部によって小型船舶の船底を水中
で広く支持した後に小型船舶と小型船舶用船台とを同時に揚艇するので、風や波の影響を
受けにくく、揚艇作業を安全に行い、なお且つその作業を簡単で確実なものにしている。
【０００５】
一方、海上において船体を上下架する装置として、特許文献３には、「浮船台」として、
「上面に船体を載荷する載荷台と、同載荷台の幅方向の両側に並設した一対の管状のフロ
ートとからなり、各フロート内部を区画して前後気密室を形成し、両気密室に吸排気導管
と吸排水導管とをそれぞれ連通連結してなる浮船台において、前後気密室を前後方向に非
均等に分割したことを特徴とする浮船台」が開示されている。
この特許文献３に開示された発明では、フロートの前後方向の浮力の調整によって生じる
浮船台の前後方向の傾斜を、浮船台の左右方向への傾斜を抑制ないし吸収する力として作
用させるので、上下架時における浮船台の左右傾斜及び転覆を確実に防止することができ
る。また、転覆しない場合でも、左右方向への傾斜を効果的に抑制することができるので
、乗船者に危機感を抱かせることがない。
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請求項４ １項



【０００６】
【特許文献１】
特開平５－１９３５５９号公報
【特許文献２】
特開平１０－１８１６８３号公報
【特許文献３】
特開平８－２１６９８１号公報
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、特許文献１及び特許文献２に記載された従来の技術では、確かに小型船舶
の使用に際して出艇及び揚艇作業を簡便かつ安全に行い、さらに、保管場所から海上まで
の経路あるいはその逆の経路の運搬を容易に行うことができるが、基本的に一人での作業
は不可能であり、数人の人手が必要であるという課題があった。また、出艇、揚艇作業時
には船舶から降りる必要があり、足元が汚れたりさらには滑ったりという危険があること
も課題であった。さらに、船舶が海上へと船台から離れる瞬間、あるいは船舶が海上から
船台へと収容される瞬間においては、船舶が海上で波と同期するのに対して船台は海底に
留まるため、特に揚艇時、船舶を船台に収容する作業が困難であるという課題もあった。
一方、特許文献３に記載された従来の技術では、船体を長期に亘って海上に係留した際に
生じる貝や藻等による船底の汚れを防止するための浮船台であり、マリーナや港等の所定
の場所において係留することはできるものの、船舶を陸上に揚げて保管したり、さらには
、船舶を使用している最中において海洋の適当な場所に長時間係留することができないと
いう課題があった。
【０００８】
本発明はかかる従来の事情に対処してなされたものであり、小型船舶を陸上の保管場所か
ら海上まで運搬し、さらに小型船舶の使用時には海洋での係留保管を可能にし、小型船舶
の使用に要する準備作業を一人で容易に、衛生的かつ安全に行うことができる自走船台を
提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、請求項１記載の発明である自走船台は、船体を着脱可能に受
け入れる本体部と、この本体部の左右下部の前後に設けられる車輪部と、この車輪部を駆
動するために本体部の左右上部に設けられる動力部と、この動力部と前後に設けられる車
輪部を クランクを介して 動力伝達部と、車輪部の駆動を制御する制御部と、本
体部に設置される浮体部とを有

ものであ
る。
　上記構成の自走船台は、船体を着脱可能に載置した状態で、陸上においては、車輪部、
動力部、動力伝達部及び制御部によって制御可能に自走し、海上においては、浮体部によ
って浮くという作用を有する。

【００１０】
　また、請求項２に記載の発明である自走船台は、

本体部に設置され 車輪部よりも上方に配置され動力部よりも下方に配置され
る
　上記構成の自走船台においては、請求項１に記載の発明の作用に加えて、海上において
は、浮体部が動力部よりも下方に配置されているので、動力部が浸水しないという作用を
有する。
【００１１】
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、 連結する
する自走船台であって、動力伝達部は上部の動力部と下部

前後の車輪部を、クランクを介して連結する左右一対の三角形状の連結棒である

また、動力伝達部は、上部の動力部と下部前後の車輪部を
、クランクを介して三角形状に連結する連結棒であるので、動力部の回転によってクラン
クに動力が伝達されクランクの回転によって三角形状の連結棒全体が回転するという作用
を有する。

請求項１に記載の発明において、前記
浮体部は、 、

ものである。



　そして、請求項３の発明である自走船台は、 に記載の自走船台において、

ものである。
　上記構成の自走船台においては、 に記載の発明の作用に加えて、収納される船
舶の喫水に合せて自走船台の浮沈の程度を調整するという作用を有する。
【００１２】
　さらに、請求項４の発明である自走船台は、請求項１

の自走船台において、本体部が係留手段を具備するものである。
　上記構成の自走船台においては、 に記載の発明の作用に加えて、
海洋において係留されるという作用を有する。
【００１３】
　最後に、請求項５の発明である自走船台は、請求項１乃至請求項４の

の自走船台において、本体部が浮標を具備するものである。
　上記構成の自走船台においては、請求項１乃至 に記載の発明の作用に加えて、
海洋において係留し、その後船舶を船台に納める際に、浮標によって目印が付されるとい
う作用を有する。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明に係る自走船台の実施の形態を図１乃至図８に基づき説明する。（請求項
１乃至請求項５に対応）
図１は本実施の形態に係る自走船台の外形図である。
図１において、本実施の形態における自走船台１は、船体の船底を支持する４個の載置台
３が設置された本体枠２が骨格となり、この本体枠２の下方に二対の車輪４ａ，４ｂが縦
設されている。そして、この二対の車輪４ａ，４ｂには三角形状の連結棒６ａ，６ｂとク
ランク６ｃ，６ｄを介してモータ５ａ，５ｂがそれぞれ連結されている。そして、モータ
５ａ，５ｂと二対の車輪４ａ，４ｂの間にはフロート軸８ａ，８ｂに連結されたフロート
７ａ，７ｂが設置されている。
【００１５】
本実施の形態では、陸上においては、船体を載置台３に載置した状態でモータ５ａ，５ｂ
の回転によってクランク６ｃ，６ｄに動力が伝達され、クランク６ｃ，６ｄの回転に伴っ
て三角形の連結棒６ａ，６ｂ全体が回転し、車輪４ａ，４ｂの動作によって走行すること
ができる。また、海上においては、フロート７ａ，７ｂの浮力によって自走船台１は浮く
ことができる。
【００１６】
ここで、本実施の形態に係る自走船台の駆動に関する電気系統について図２を参照しなが
ら説明する。
図２は、本実施の形態に係る自走船台の駆動における電気系統の概念図である。
図２において、モータ５ａ，５ｂはコネクター１２ａを介してモータ駆動ケーブル１２で
制御ボックス１１に接続され、制御ボックス１１はバッテリー９に電力供給ケーブル１０
によって接続されている。モータ５ａ，５ｂはこのバッテリー９から電力供給を得て作動
するが、モータ駆動ケーブル１２を経由して供給される電力は制御ボックス１１によって
制御されている。
電力供給の制御は、制御ボックス１１に設けられたレバー１１ａ，１１ｂによって行われ
る。
バッテリー９及び制御ボックス１１は載置する船体の内部に設置されているが、その設置
は固定式であっても可搬式であってもよい。そして、バッテリー９の充電は船体の発電機
によって行うことができる。但し、発電機を有していない船体の場合は、他の充電設備を
用いて充電できるように構成するとよい。バッテリー９には例えば２４Ｖ定格の直流のバ
ッテリーを使用するとよい。
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請求項２ 車輪
部は本体部の左右下部の前後に設けられる車輪であり、動力部はこの車輪を駆動するため
に本体部の左右上部に設けられるモータであり、浮体部は、車輪とモータの間を移動可能
に設置される

請求項２

乃至請求項３のいずれか１項に記
載

請求項１乃至請求項３

いずれか１項に記
載

請求項４



なお、バッテリー９及び制御ボックス１１を船内に設置した場合、あるいは可搬式の場合
であっても、制御ボックス１１にコネクター１２ａを設けておくことによれば、船体の離
脱時にこのコネクター１２ａからモータ駆動ケーブル１２を外すことが可能であるため非
常に便利である。
【００１７】
このように構成された電気系統では、作業者が発進や停止等の指示を制御ボックス１１の
レバー１１ａ，１１ｂを用いることによって行う。このレバー１１ａ，１１ｂによって、
左右のモータ５ａ，５ｂそれぞれを別個独立に駆動させることができる。モータ５ａ，５
ｂの回転によって、図１に示されるようなクランク６ｃ，６ｄを介して連結棒６ａ，６ｂ
が回転し、それによって車輪４ａ，４ａ，４ｂ，４ｂが作動し、走行を開始する。モータ
５ａ，５ｂは、それぞれ独自に回転させることができるので、例えば自走船台１を右方向
にターンさせたい場合には左側のモータ５ａのみをレバー１１ａを用いて回転させるとよ
い。もちろん、逆走も可能となる。
このように自走船台１は自走するので、陸上の目的場所までの船体の運搬作業を基本的に
一人で行うことができる。なお、人による自走船台１の操縦は船体に乗船して行うが、船
体及び自走船台１の外においても行うことができる。また、自走船台１は電気による動力
を用いなくても人力で動かすことも可能である。
【００１８】
次に、本実施の形態に係る自走船台の海上における動作について図３及び図４を参照しな
がら説明する。
図３は本実施の形態に係る自走船台に船体を載置した状態の外形図である。
図３において、図１に記載される構成と同一の構成については同一符号を付し、その構成
の説明については省略する。
船体１３を海上まで運搬するには、船体１３を図３のように自走船台１に載置して、自走
船台１を自走させて海岸まで運搬する。海岸に到着すると、そのまま海中へ入るが、徐々
に水深が増してくると船体１３は船体１３自体の浮力によって浮き、自走船台１もフロー
ト７ａ，７ｂの浮力によって浮くことができる。
【００１９】
なお、フロート７ａ，７ｂは発泡スチロール製であり、その外面をウレタン樹脂等で塗装
しておくと耐食性が優れ、長期の使用に耐えることができる。また、樹脂塗装の代わりに
ビニールシート等で包んでもよい。さらに、フロート７ａ，７ｂは発泡スチロール製以外
にも、内部に空気を含有させたものなど浮力が作用するものであれば他の合成樹脂や木な
ど何を用いてもよい。また、本実施の形態においては、左右３個のフロート７ａ，７ｂを
用いているが、自走船台１が海上において適切な浮力を発揮可能であれば数量及び形状は
限定されるものではない。
【００２０】
また、モータ５ａ，５ｂは、フロート７ａ，７ｂよりも上方に設置されており、海上にお
いては常に海面よりも上方に位置させるため、海水に浸水しないので安全であり、なおか
つ、機械的な故障が少なく長期間の使用に耐えることができる。但し、モータ５ａ，５ｂ
を水密な構造にして、フロート７ａ，７ｂの位置に関係なく設置してもよく、例えば、車
輪４ａ，４ａ，４ｂ，４ｂに直接連結させて水中で使用する構造にしてもよいことは言う
までもない。
なお、自走船台１は海上において使用するので、塗装等を施して耐水性、防食性、防錆性
を向上させた材料を用いることが望ましい。
【００２１】
　図４は、本実施の形態に係る自走船台の船体の固定方法及び海洋での係留方法を示す概
念図である。（特に に対応）
　図４において、自走船台１の本体枠２には、左右２個ずつの船体固定用フック１４，１
４が設置されており、船体１３からこの船体固定用フック１４，１４にロープ等を掛ける
ことによって自走船台１と船体１３を連結、固定することができる。なお、船体固定用フ
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請求項４及び請求項５



ック１４，１４の個数は４個に限定されるものではなく、何個設置してもよい。さらに、
船体固定用フック１４を本体枠２に設けなくとも船体１３からロープなどを直接自走船台
１の本体枠２に結ぶようにしてもよい。
　さらに、自走船台１の船首側には、船首固定用ロープ１５が設置されており、この船首
固定用ロープ１５の略中央に設けられた船首固定用冶具１６と、通常船体１３の船首部分
に設置されているフックとを連結させて固定することができる。この船首固定用ロープ１
５においても船首固定用冶具１６を設けることなく、直接船体１３のフックに掛けたり、
連結させて固定してもよい。
【００２２】
船体１３を載置した自走船台１は海へ入るとモータ５ａ，５ｂによる駆動をやめ、船体１
３の動力を利用して海洋へ移動する。そして、障害物等のない安全な場所で、船体を固定
するロープ及び船首固定用ロープ１５を解いて自走船台１から船体１３を離脱させる。船
体１３は遊動することができる。
そこで、船体１３を離脱させる前に、船首固定用ロープ１５にアンカー用ロープ１７によ
って繋がれたアンカー１８を投錨しておくと、アンカー１８が海底に固定されるので自走
船台１を海洋で係留することが可能になる。なお、本実施の形態においては、本体枠２に
設置された船首固定用ロープ１５も係留手段に含む概念として捉えているが、アンカー用
ロープ１７の設置位置を本体枠２等に直接設けることによって、船首固定用ロープ１５を
係留手段に含めないように構成することも可能である。
【００２３】
また、船首固定用ロープ１５及び船首固定用冶具１６にブイ用ロープ１９を介して繋がれ
たブイ２０も海面に浮かべておく。このブイ２０も船首固定用ロープ１５や船首固定用冶
具１６を介して繋ぐのではなく、単独で本体枠２に直接ブイ用ロープ１９を設置するよう
にしてもよい。すなわち、浮標手段についても本実施の形態においては、船首固定用ロー
プ１５や船首固定用冶具１６も含めた概念として捉えているものの、係留手段と同様に船
首固定用ロープ１５や船首固定用冶具１６を浮標手段の概念に含めない場合もあるのであ
る。
【００２４】
船体１３は、遊船を終えたら、ブイ２０が海面に浮かんでいる場所まで移動してブイ２０
を拾い上げ、ブイ用ロープ１９を引き寄せることによって、船首固定用ロープ１５を手繰
り寄せることができる。ブイ用ロープ１９を船首固定用ロープ１５に接続しているのは、
船首固定用ロープ１５をより早く引き上げるためである。さらに、船首固定用ロープ１５
にはアンカー１８も接続されているため、アンカー１８の引き上げるのも容易である。
このようにブイ２０によって、自走船台１や船首固定用ロープ１５、アンカー１８の発見
が容易となる。しかも、ブイ２０に彩色や模様や立体的に特徴的な構造を施すことによれ
ば、他の自走船台１などとの関係で識別も容易となる。
さらに、このブイ２０に発信器や発光器を設けておき、船体１３内でブイ２０から発信さ
れる信号を受信したり、発光器から発せられる光をキャッチすることによって、特に夜間
や霧の発生時にその発見や識別が容易となるように工夫してもよい。また、ブイ２０に受
信器と発光器を備えておき、船体１３からの信号で発光させるというものでもよい。
【００２５】
自走船台１は本体枠２に容易に収容され、船体固定用フック１４、船首固定用ロープ１５
及び船首固定用冶具１６を用いて船体１３を自走船台１に固定し、再び、船体１３の動力
を利用して海岸近くまで移動する。なお、これらの作業はすべて船体１３から行うため、
一人で安全かつ容易に行うことができる。
そして、海底が浅くなると、浮力の作用が消失し、船体１３は自走船台１の載置台３に載
置されるので、自走船台１の動力を作動させて陸上の走行を開始し、駐艇場等へ移動する
のである。
【００２６】
このように、本実施の形態においては、船体１３を載置した状態で陸上では自走船台１に
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設置されたモータ５ａ，５ｂの動力を利用し、海岸から海洋では船体１３自身の動力を利
用して移動し、船体１３を離脱させることができる。さらに、船体１３が遊船している間
は、自走船台１は係留により海洋に保管され、遊船終了後、再び、海上において船体１３
を容易に収容して海岸まで戻ることができる。
そして、この作業は基本的に一人によって安全にかつ容易に行うことができるので、煩雑
であった従来の出艇及び揚艇の作業が簡便になり、利用者の負担を軽減することができる
。しかも、船体１３の保管時も遊船時も自走船台１が海岸近辺に留まることがないため、
混雑するマリーナや港の埠頭周辺が有効に使えるという顕著な効果を発揮することができ
る。
【００２７】
　続いて、本実施の形態に係る自走船台のフロートの位置調整機構について図５及び図６
を参照しながら説明する。（特に に対応）
　図５は、図１中の符号Ａで囲まれた部分の拡大図である。
　図５において、フロート７ａが設置されたフロート軸８ａは止め具２１によって本体枠
２に固定されている。本体枠２には、他にも止め具用孔２２が数個設けられており、フロ
ート軸８ａを他の止め具用孔２２に固定することによってフロート７ａの位置を調整する
ことができる。
【００２８】
海上においては、自走船台１はフロート７ａの浮力によって浮き、一方、船体１３は船体
１３自体の浮力によって浮くので、自走船台１と船体１３の相対的な位置のバランスが悪
いと不具合を生じることもある。例えば、自走船台１と船体１３が近すぎる場合には、自
走船台１の載置台３から船体１３に上向きの力が働き、船体１３の離脱が困難になる可能
性もある。一方、遠すぎる場合には、モータ５ａ，５ｂ部における浸水や浅い海洋におい
て自走船台１の底部が損傷する可能性がある。
そこで、載置する船体１３の喫水に合わせて自走船台１の位置を調整する必要がある。す
なわち、海中に船底を多く沈める形態の船体であれば、フロート７ａの位置は高くして載
置台３が深い位置にくるようにし、逆に、海中に沈む船底部分が少ない船体であれば、フ
ロート７ａの位置を低くすると載置台３が浅い位置となり、自走船台１の載置台３と船体
１３の間隙を調整することができる。海上において、この間隙が広くもなく接触してもい
ない状態であれば、自走船台１から船体１３の離脱や収容が容易であり、しかも自走船台
１の底部の損傷やモータ５ａ，５ｂの浸水も心配ない。
【００２９】
図６を用いて自走船台と船体の相対位置について説明を加える。
図６は本実施の形態に係る自走船台に船体を載置した状態の正面図である。
図６において、船体１３が載置された自走船台１が海上にあるとすると、自走船台１はフ
ロート７ａ，７ｂより上方の符号Ｂの部分が海面上に突出し、フロート７ａ，７ｂより下
方の符号Ｃの部分が海面下に沈む。
一方、船体１３は、種類や材質によっても異なるが、符号Ｄの部分が海面上に突出し、符
号Ｅの部分が海面下に沈むとすると、符号Ｆで示されるような自走船台１と船体１３の相
対位置のアンバランスを生じる。このような状態にあった場合、もちろん海面は同一とな
るべきものであるため、自走船台１側が船体１３の重量に押されて実際よりも深く位置す
ることになり、船体１３も自走船台１からの浮力を受けて実際よりも浅く位置することに
なる。すなわち、符号Ｆで示される部分のいずれかでバランスすることになる。
【００３０】
そこで、本実施の形態においては、フロート７ａ，７ｂの位置を変更可能なようにしてい
る。具体的には、図５に示したような止め具用孔２２を複数設けて、フロート軸８ａ，８
ｂを上下に移動させて固定を可能にしている。図６で示したような場合には、フロート７
ａ，７ｂを符号Ｄと符号Ｅの境界部分まで移動させることによって、自走船台１のいわば
喫水を船体１３の喫水と略同一とすることができるのである。この相対位置のアンバラン
スを解消することができるので、前述のとおり安全に安定して海洋を航行することができ
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るのである。なお、自走船台１の相対位置の調整は海上において容易に行うことができる
。但し、一旦設定しておけば、船体１３に乗り込む人員や積載荷物の大きな変動がない限
り変動はあまり考えられないので、自走船台１を最初に使用する際の出艇前に予め行って
おくとよい。
【００３１】
このように構成された自走船台１においては、自走船台１に収容する船舶の喫水によって
その相対的な位置が調整可能であるため、船舶の大きさ、構造など様々な種類のものにつ
いても対応を可能とする。この相対的な位置の調整によれば、海洋上での離脱や収容を自
走船台１と船体１３が接触することなく安定させて、より容易に実施可能となる。
【００３２】
最後に、本実施の形態に係る自走船台の使用方法について図７及び図８を参照しながら説
明する。
図７及び図８は、本実施の形態に係る自走船台の使用方法を示す概念図である。なお、図
７及び図８では（ａ）乃至（ｄ）が各々対応して使用方法を示している。
まず、遊船を行うには、図７（ａ）及び図８（ａ）において、船体１３が載置された自走
船台１を駐艇場から海岸２３まで運搬する。このとき、人は船体１３の内部に乗船し、安
全を確認しながらコントローラ１１で操縦して自走船台１を走行させる。海岸２３では、
船尾２４が海２５に向くように自走船台１の向きを調整する。
【００３３】
次に、図７（ｂ）及び図８（ｂ）において、自走船台１及び船体１３を海２５に入れる。
水深が増すと、自走船台１及び船体１３はそれぞれの浮力によって浮くので、自走船台１
の動力を切って、船体１３の動力を作動させる。そして、船体１３の動力を利用して沖へ
進む。本実施の形態においては後進させて沖へ進むように記載されているが、着水してす
ぐに方向転換を行い前進しながら沖へ進んでもよい。
【００３４】
そして、図７（ｃ）及び図８（ｃ）において、沖に出た後、適切な位置で自走船台１に設
置されているアンカー１８を投錨する。アンカー１８は海底２８に固定されるので、自走
船台１は海洋に係留することができる。
また、アンカリングによって自走船台１の船首２７の部分を常に風向２６に対向させるこ
とができるので、船体１３を自走船台１に収容する際の作業が首尾よく安全に実行される
。但し、漁場や遊泳域などは避けて泳者や釣り人に対して安全を確保することはもちろん
のこと、他の船舶に対しても十分安全を確保可能な場所にアンカリングする必要がある。
【００３５】
続いて、図７（ｄ）及び図８（ｄ）において、自走船台１と船体１３を固定していた船首
固定用ロープ１５及びその他の固定用ロープを解いて、船体１３を後進させて自走船台１
から離脱させる。そして、図８（ｄ）には図示していないが、図７（ｄ）において、ブイ
２０を船体１３より投げ落としておく。
このブイ２０は、前述のとおり海洋に係留された自走船台１を容易に発見するためのみな
らず、そもそもブイ２０は風によって流されるため、常に風下に位置しており、船舶は帰
着時に風下側から自走船台１に接近することになる。従って、このブイ２０をすくい上げ
て手繰り寄せることで、前述のアンカリングの効果と同様に風下側から首尾よく安全に船
体１３を自走船台１に収容することが可能である。
最後に、図７（ｅ）において、船体１３は自走船台１を海洋に残したまま遊船に出かける
ことができる。
【００３６】
なお、船体１３が遊船を終えて帰着する際には、前述のとおりブイ２０を拾い上げてブイ
用ロープ１９及び船首固定用ロープ１５を手繰り寄せて船体１３を自走船台１に収容して
固定し、アンカーを上げた後、海岸までは船体１３の動力で移動する。そして、浅瀬にお
いて浮力が消失すると、船体１３は自走船台１に載置されるので、自走船台１の動力を作
動させて陸上を走行して駐艇場まで移動するとよい。
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【００３７】
このように構成された本実施の形態においては、陸上における走行、海上における航行並
びに船体と自走船台の離脱及び収容が、船体上の一人作業によって安全にかつ容易に行う
ことができる。したがって、従来、出艇及び揚艇に要していた多大な人手と労力を軽減す
ることができるのである。
また、陸上における走行と海上における航行を可能としたため、海洋上において係留が可
能となり、陸上では自走船台と船舶をマリーナなどから離れた駐艇場、海上でも自走船台
をマリーナから離れた海域に保管することが可能となる。従って、マリーナや港周辺の陸
海両方の混雑を解消することが可能となる。
【００３８】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の請求項１乃至請求項５に記載の自走船台は、陸海上におけ
る船体の運搬、離脱、収容及び揚艇を一人作業によって容易にかつ安全に行うことができ
る。また、自走船台は船体の不使用保管時においても遊船時においてもマリーナや港の埠
頭周辺に保管する必要がないため、これらの混雑を緩和して有効に活用することができる
。
【００３９】
本発明の請求項２に記載の自走船台においては、動力部が浸水しないので故障が少なくメ
ンテナンスが容易である。
【００４０】
　そして、本発明の に記載の自走船台においては、載置する船体の喫水に合わせ
て自走船台との相対位置を調整できるので、船体の離脱や収容作業を海上で容易に実施で
き、さらに安定して海上を航行することができる。
【００４１】
　本発明の に記載の自走船台においては、係留手段によって自走船台を海洋で長
時間安全に係留保管することができると同時に風下側から首尾よく安全に船体を自走船台
に収容することができる。
【００４２】
　最後に、本発明の に記載の自走船台においては、海洋に係留された自走船台を
浮標によって容易に発見、識別することができる。また、請求項４に記載の自走船台と同
様に風下側から首尾よく安全に船体を自走船台に収容することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に係る自走船台の外形図である。
【図２】本実施の形態に係る自走船台の駆動における電気系統の概念図である。
【図３】本実施の形態に係る自走船台に船体を載置した状態の外形図である。
【図４】本実施の形態に係る自走船台における船体の固定方法及び海洋での係留方法を示
す概念図である。
【図５】図１中の符号Ａで囲まれた部分の拡大図である。
【図６】本実施の形態に係る自走船台に船体を載置した状態の正面図である。
【図７】本実施の形態に係る自走船台の使用方法を示す概念図である。
【図８】本実施の形態に係る自走船台の使用方法を示す概念図である。
【符号の説明】
１…自走船台　２…本体枠　３…載置台　４ａ，４ｂ…車輪　５ａ，５ｂ…モータ　６ａ
，６ｂ…連結棒　６ｃ，６ｄ…クランク　７ａ，７ｂ…フロート　８ａ，８ｂ…フロート
軸　９…バッテリー　１０…電力供給ケーブル　１１…制御ボックス　１１ａ，１１ｂ…
レバー　１２…モータ駆動ケーブル　１２ａ…コネクター　１３…船体　１４…船体固定
用フック　１５…船首固定用ロープ　１６…船首固定用冶具　１７…アンカー用ロープ　
１８…アンカー　１９…ブイ用ロープ　２０…ブイ　２１…止め具　２２…止め具用孔　
２３…海岸　２４…船尾２５…海　２６…風向　２７…船首　２８…海底　Ｂ…自走船台
が海面より上方に突出する部分　Ｃ…自走船台が海面下に潜る部分　Ｄ…船体が海面より
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上方に突出する部分　Ｅ…船体が海面下に潜る部分　Ｆ…自走船台と船体の相対位置のア
ンバランス距離

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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